
議案第４８号  

 

亀山市水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部

改正について  

 

亀山市水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部を別

紙のとおり改正する。  

 

 

         令和７年５月３０日提出  

 

              亀山市長   櫻  井  義  之  

 

 

 

 

別  紙  

亀山市水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部を改

正する条例  

 

提案理由  

 条例の改正について、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より議会の議決を求める。  

 



亀山市条例第   号 

 

亀山市水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例の一部を改正する条例 

 

亀山市水道事業布設工事監督者の資格等を定める条例（平成２４年亀山市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項に規定する条

例で定める布設工事監督者の資格は、

次のとおりとする。 

［（１）～（１０） 略］ 

（布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項に規定する条

例で定める布設工事監督者の資格は、

次のとおりとする。 

［（１）～（１０） 略］ 

（１１）建設業法施行令（昭和３１年政

令第２７３号）第３７条第１項及び

第２項の規定による土木施工管理に

係る一級の技術検定に合格した者で

あって、１年６月以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有す

るもの 

（１１）建設業法施行令（昭和３１年政

令第２７３号）第３４条第１項及び

第２項の規定による土木施工管理に

係る一級の技術検定に合格した者で

あって、１年６月以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格） 

第４条 法第１９条第３項に規定する条

例で定める水道技術管理者の資格は、

次のとおりとする。 

［（１）～（７） 略］ 

第４条 法第１９条第３項に規定する条

例で定める水道技術管理者の資格は、

次のとおりとする。 

［（１）～（７） 略］ 

（８）建設業法施行令第３７条第１項及

び第２項の規定による土木施工管理

に係る一級の技術検定に合格した者

（８）建設業法施行令第３４条第１項及

び第２項の規定による土木施工管理

に係る一級の技術検定に合格した者



であって、１年６月以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有

するもの 

であって、１年６月以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有

するもの 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


